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融資先死亡仁共同相続人
からの回収
融資先が個人の場合、当該融資先が死亡ずると、相続が開始する(民法882条)。

しかし、相続が開始されると、共同相続人間で財産が分断され債権の回収方法

が煩瑣になるうえに、資力の乏しい相続人が相続した積極財産を費消してしま

うことにより、債権の回収可能性が著しく損なわれることも少なくない(注1)。

木稿では、融資先の死亡後に確認すべき事項の確認方法の概要を説明のうえ、

融資先が死亡した場合に共同相続人から債櫂を回収する方法について検討する。

増田英次/弁護士木村康紀/弁護士山岡裕明

自
営
業
を
営
む

A
は
資
産
と
し

て
自
宅
兼
事
業
所
と
し
て
の

土
地
及
び
建
物
(
時
価
1
0

0
0
万
円
)
及
び
X
銀
行
に

普
通
預
金
と
し
て
8
0
0
万

円
を
有
し
て
お
り
、
他
方
で

X
銀
行
か
ら
事
業
用
の
運
転

資
金
と
し
て
手
形
貸
付
に
よ

り
1
0
0
0
万
円
の
融
資
を

受
け
て
い
た
と
こ
ろ
(
返
済

期
限
平
成
2
5
年
6
月
3
0
日
)
、

平
成
2
4
年
1
2
月
3
1
日
に
A
は

死
亡
し
た
。

A
の
相
続
人
と
し
て
は
、

妻

の

B

、

子

の

C

及

び

D

の

3
人
が
い
る
。
B
、
C
及
び

D
の
3
人
で
話
合
っ
た
結
果

(
遺
産
分
割
協
議
)
、
平
成
2
5

年
4
月
l
日
に
A
の
家
業
を

継

ぐ

こ

と

と

な

る

C

が

A

の

全
て
の
財
産
(
積
極
財
産
及

び
消
極
財
産
を
含
む
)
 
を
相

続
す
る
こ
と
で
ま
と
ま
っ
た
。

A
の
遺
言
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
X
銀

行

は

A

に

対

す

る

債

権

1

0

0
0
万
円
を
回
収
す
る
に
あ

た
っ
て
の
留
意
点
は
何
か
。

な
お
、
B
、
C
及
び
D
い
ず

れ
に
も
、
相
続
欠
格
事
由
は

な
く
、
相
続
廃
除
の
手
続
も

取
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
、

B
、
C
及
び
D
は
い
ず
れ
も

単
純
承

に
よ
り
相
続
し
て

い
る
も
の
と
す
る
。

弁護士

被
相
続
人
の
死
亡
後
に
確
認
す
べ
き
事
項

.
被
相
続
人
の
死
亡
の
確
認

通
常
、
債
権
者
の
側
は
、
家
族

等

か

ら

の

申

出

を

受

け

て

初

め

て

被
相
続
人
が
死
亡
し
た
事
実
を
知

る

こ

と

に

な

る

が

、

そ

の

死

亡

の

事
実
及
び
時
期
は
、
相
続
人
が
誰

に
な
る
か
を
決
定
す
る
上
で
大
切

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
被
相
続

人
の
債
務
の
確
定
、
被
相
続
人
を

債
務
者
と
す
る
根
抵
当
権
の
確
定

時
期
、
根
保
証
債
務
の
確
定
等
に

も
関
係
す
る
。

し

た

が

っ

て

、

債

権

者

と

し

て

は
、
死
亡
の
事
実
及
び
時
期
は
、

家
族
等
か
ら
の
兵
述
を
信
用
す
る

の
で
は
な
く
、
被
相
続
人
の
戸
籍

謄
本
、
除
籍
謄
本
又
は
医
師
の
死

亡
診
断
書
等
に
よ
り
確

す
る
べ

き
で
あ
る
。

2
.
 
相
続
人
の
確
認

被
相
続
人
の
死
亡
を
確

し
た

ら
、
次
に
、
相
続
人
と
な
る
べ
き

者
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

相
続
の
開
始
に
よ
り
被
相
続
人

の
一
身
に
専
属
し
た
も
の
を
除
き
、

相
続
人
は
被
相
続
人
の
甘
産
に
属

し
た
一
切
の
権
利
-
義
務
を
承
継

す
る
(
民
法
8
9
6
条
)
。

相
続
人
と
な
る
べ
き
者
の
範
囲

は
、
推
定
相
続
人
(
注
2
)
 
(
民
法

9
0
0
条
、

9
0
1
条
)
及
び
包

括
受
遣
者
(
民
法
9
9
0
条
)
か

ら
相
続
放
棄
者
(
民
法
9
3
8
条

以
下
)
、
欠
格
者
(
民
法
8
9
1
条
)
、

廃
除
者
(

民
法
8
9
2

条
、

8
9

3
条
)
を
除
い
た
者
と
な
る
。

債
権
者
と
し
て
は
、
被
相
続
人

の
戸
籍
謄
本
、
除
籍
謄
本
等
に
よ

り
推
定
相
続
人
を
確

の
う
え
、

推
定
相
続
人
を
始
め
と
す
る
関
係

者
か
ら
遺
言
内
容
、
相
続
の
放
棄

の
有
無
、
欠
格
事
由
の
有
無
及
び

廃
除
の
有
無
等
を
聴
取
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
相
続
人
を
確

す
る

こ
と
に
な
る
。

な
お
、

こ
の
よ
う
な
相
続
人
:
の

確

認

の

中

で

、

各

相

続

人

が

ど

の

よ
う
な
相
続
方
法
 
(
単
純
承
認
、

限
定
承
又
は
相
続
放
棄
)
を
選

択
し
た
か
の
確
認
を
並
行
し
て
行

う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
(
本
稿
で

は
、
紙
面
の
都
合
か
ら
相
続
方
法

の
選
択
に
よ
る
権
利
関
係
の
変
化

や
遺
言
が
あ
る
場
合
の
対
応
に
つ

い
て
の
箸
田
講
説
月
ょ
省
各
す
る

が
、
い
ず
れ
も
、
相
続
の
場
面
で

は
重
要
な
も
の
で
あ
る
)
。

3
.
各
相
続
人
の
相
続
分
の
確
認

相
続
人
が
確
定
し
た
場
合
、
さ

ら
に
、
各
相
続
人
に
お
け
る
相
続

財
産
の
帰
属
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。
遺
言
が
あ
る
場
合
は
遺
言

に
従
う
こ
と
に
な
る
が
、
遺
言
が

な
い
場
合
は
、
民
法
上
の
法
定
相

続
分
(
民
法
9
0
0
条
)
に
応
じ

て
相
続
鉢
産
を
相
続
す
る
こ
と
と

な
る
。こ

こ
で
、
留
意
す
べ
き
点
は
、

鉢
産
の
種
類
に
よ
っ
て
帰
属
の
形

態
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

積
極
財
産
は
、
遺
言
が
な
い
限

り

、

相

続

開

始

に

よ

っ

て

相

続

人

・

の
共
有
と
な
り
(
民
法
8
9
8
条
)

(
注
3
)
、
遺
産
分
割
(
民
法
9
0

6
条
)
が
行
わ
れ
る
ま
で
各
共
同

相
続
人
は
積
梃
甘
産
に
対
し
て
そ

の
相
続
分
に
応
じ
て
賃
相
続
人
の

権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
と
な

る
(
民
法
8
9
9
条
)
。

た
だ
し
、
預
金
債
権
な
ど
金
銭

債
権
の
よ
う
な
可
分
債
権
に
つ
い

て
は
、
相
続
開
始
に
よ
っ
て
法
律

上
当
然
に
分
割
さ
れ
、
各
共
同
相

続
人
が
そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
承

継

さ

れ

る

と

解

さ

れ

て

い

る

(

注

4
)
。他

方
、
消
極
財
産
に
つ
い
て
は
、

積
極
財
産
が
ど
の
よ
う
に
分
割
さ

れ
た
か
に
関
係
な
く
、
各
相
続
人

が
そ
の
法
定
の
割
合
に
よ
っ
て
、

し
か
も
各
自
連
帯
す
る
こ
と
な
く
、

分
割
し
て
承
継
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
(
注
5
)
。

4
.
本
件
ケ
ー
ス
に
お
け
る
相
続

人
の
確
定
及
び
相
続
分
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本
件
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
見
る
と
、

特
段
問
題
な
く
、
相
続
人
は
、
配

偶
者
で
あ
る
B
、
子
で
あ
晶
C
及

び
D
と
な
る
。

ま
た
、
各
人
の
法
定
相
続
分
は
、

B
は
、

2
分
の
l
、
C
及
び
D
は
、

4
分
の
l
ず
つ
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
B
、
C
及
び
D
は
、
そ
れ
ぞ

れ
預
金
債
権
8
0
0
万
円
に
つ
き

4
0
0
万
円
、

2
0
0
万
円
、

2

0
0
万
円
を
、
貸
金
返
還
債
務
に

つ
き
5
0
0
万
円
、
2
5
0
万
円
、
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